
 

1 

平成２４年度２月補正予算の概要 

 

 

一一一一    総総総総        括括括括 

 

   （一般会計）                              （単位：千円、％） 

 

区 分 

 

既 定 予 算 額 

2 月補正 

予算額 

2 月現計 

予算額 

（A） 

平成 23 年度 

2 月現計予算額 

（B） 

 

(A)/(B) 

 

総 額 

 

 

473,675,356 

 

△6,569,175 

 

467,106,181 

 

483,540,665 

 

96.6 

 

 

二二二二    主要事業主要事業主要事業主要事業    
 

※○基は国の交付金等を活用した基金の積立及び基金事業 

 

○基   消費者行政活性化基金積立金                              44,000 千円 

消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、基金に積み立てを行

う。 

      (財源：地方消費者行政活性化交付金) 

 

  ○  介護福祉士等修学資金貸付事業費補助金                        105,430 千円 

介護福祉士及び社会福祉士を養成確保するため、修学資金貸付事業に対し助成する。 

     補  助  先  県社会福祉協議会 

     補 助 率  10/10(国7.5/10 県2.5/10) 

      (財源：セーフティネット支援対策事業費補助金) 

 

  ○基   介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金                      1,528,467 千円 

介護保険法に基づく介護施設等の基盤整備の促進を図るため、基金に積み立てを行う。 

       （財源：介護基盤緊急整備等臨時特例交付金） 

 

  ○基  介護職員処遇改善等臨時特例基金積立金                         249,678 千円 

         介護保険施設等の円滑な開設を図るため、基金に積み立てを行う。 

（財源：介護職員処遇改善等臨時特例交付金） 

 

  ○基  安心こども基金積立金                                         562,012 千円 

子どもを安心して育てることができるよう、保育サービスの充実、児童虐待防止対策の強 

化等を行う事業を実施するため、基金に積み立てを行う。 

（財源：子育て支援対策臨時特例交付金） 
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○  重度心身障害者等医療対策事業費補助金                         379,060 千円 

窓口無料化に伴う重度心身障害者医療費助成事業等に係る国民健康保険の国庫負担金等減

額調整分を補塡する補助金の算定誤りによる平成20年度から23年度までの不足分について、

市町村に追加交付する。 

    対象補助金 

     1 重度心身障害者医療対策事業費補助金          377,896 

     2 ひとり親家庭医療対策事業費補助金             884 

     3 乳幼児医療対策事業費補助金                280 

 

  ○基   地域自殺対策緊急強化基金積立金                            55,206 千円 

地域における自殺対策の強化を緊急に図るため、基金に積み立てを行う。 

（財源：地域自殺対策緊急強化交付金） 

 

  ○基   森林整備加速化・林業再生基金積立金                        1,231,394 千円 

県産材の生産体制を確立することにより木材の安定供給に資するとともに、地域における

林業・木材産業の再生を図るため、基金に積み立てを行う。 

（財源：森林整備加速化・林業再生事業費補助金） 

 

○  環境整備事業団経営支援補助金                                 177,029 千円 

環境整備事業団の財務基盤の安定を図るため、産業廃棄物最終処分場事業の損失処理に対

し助成する。 

     既定予算額  411,000 

     補 正 額  177,029 

       計     588,029 

 

    ○  一般廃棄物最終処分場整備促進対策事業費                        77,581 千円 

市町村が取り組む広域的・拠点的な一般廃棄物最終処分場整備を支援する。 

     既定予算額  161,524 

     補 正 額   77,581 

       計     239,105 

  

  ○  不適正な事務処理に係る国庫補助金返還金                        12,286 千円 

会計検査院による会計実地検査において明らかになった地域住宅モデル普及推進事業の

不適正な事務処理に係る国庫補助金について、国に返還を行う。 
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  ○基   緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金                  1,341,000 千円 
 

離職を余儀なくされた者に対し就業の機会の創出を図るとともに、介護を担う人材を確保

するため、基金に積み立てを行う。 

         (財源：緊急雇用創出事業臨時特例交付金) 

 

 ○  ○新韮崎射撃場汚染土壌除去検討費                                4,662 千円 

韮崎射撃場の土壌汚染対策のため、汚染区域の表層土壌における深度ごとの鉛残存量等を

把握する調査を行う。 

 

  ○  財政調整基金積立金                                        1,200,000 千円 

長期にわたる財政の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、基金に積み立てを行

う。 

     1 中部横断自動車道関係積立金               1,000,000 

      新直轄区間に係る本県負担への交付税特例措置を踏まえ、後年度の負担額増加に対応す

るため、基金に積み立てを行う。 

     2 市町村振興資金特別会計剰余金積立金           200,000 

      近年の貸付実績の減少に伴い特別会計に滞留している資金の一部について、基金に積み

立てを行う。 

 
 
 
 
 
 


